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1．件名 2．事象発⽣の⽇時 3．事象発⽣の場所
１．件名
東北⼤学⾦属材料研究所附属量⼦エネルギー材
料科学国際研究センターの研究棟排気筒倒壊に
ついて

２．事象発⽣の⽇時
令和2年4⽉13⽇ 14時55分
法令報告事象と判断した⽇時：令和2年4⽉13⽇
18時00分

３．事象発⽣の場所
東北⼤学⾦属材料研究所附属量⼦エネルギー材
料科学国際研究センター

研究棟は、原⼦炉等規制法に基づく核燃料物質使⽤施
設（ 第41条には⾮該当） およびRI規制法に基づくRI
使⽤施設である。排気筒が倒壊したことにより研究棟
放射線管理区域の排気設備の機能を維持できなくなっ
たため、核燃料物質使⽤施設等の故障に該当する法令
報告事象と判断した。

研究棟排気筒（倒壊前）

倒壊後
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４．状況 4.1 研究棟の状況
 研究棟は主に原⼦⼒材料のミクロ組織分析を

⾏う施設。放射性物質の使⽤はRIがほとんど

 核燃料物質およびそれらを含む化合物を対象
とした物性評価等も⾏っている

⾛査電⼦顕微鏡

研究棟排気筒

年⽉⽇ 使⽤核種 使⽤量 使⽤内容

令和元年7⽉1-3⽇ 天然ウラン 0.004 g ⾛査電⼦顕
微鏡観察

令和元年7⽉8-9⽇ 〃 〃 〃

令和元年7⽉11-12
⽇ 〃 0.000 g 〃

令和元年7⽉31⽇-
8⽉1⽇ 〃 〃 〃

令和元年9⽉24-26
⽇ 〃 〃 〃

最近10年間での
研究棟における核燃料物質使⽤履歴
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A棟排気筒

修正箇所（次ページ以降も同様）

gentai
長方形

gentai
長方形
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長方形



 放射線管理区域の排気設備
 昭和44年(1969年)完成
 鋼板製
 研究棟屋上からの⾼さは約7.5 m

 令和元年9⽉の台⾵15号の後、ワ
イヤー4本により耐⾵圧強度の補
強措置

 ワイヤー補強により当⾯の間必
要な耐⾵圧強度は確保できたと
判断

【⾵速30.9 m/s（台⾵15号時の最
⼤瞬間⾵速）でワイヤーに発⽣す
る推定最⼤張⼒（約533 kgf）に対
して、ワイヤー1本あたりの耐荷重
は約650 kgf。安全率は約1.2と評
価。】

補強ワイヤー

4.2 研究棟排気筒の状況 5/36



4.3 当⽇の状況

 放射性物質の使⽤はなかった
 実験装置メンテナンスのため2名が⼊域していた
 暴⾵警報が発出されていた
 14時40分から15時00分までの間に最⼤瞬間⾵速35.3 m/s、10分間平均⾵速15.6

m/sの北北東の⾵
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事象発⽣
14:55
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4.4 発⽣事象の状況
 14時30分頃、強⾵による排気筒の揺

れを職員1名が視認

 14時55分、排気筒倒壊

 倒壊を⽬撃した職員1名および倒壊
⾳を聞いた職員2名が直ちに現場を
確認

 15時10分、防護活動本部設置

 15時32分、事業所境界空間線量率測
定を完了（異常なし）

 15時40分、茨城県および⼤洗町等へ
のFAX（第1報）送信開始

 15 時 45 分 、 研 究 棟 管 理 区 域 内 の
HEPAフィルタ等は健全であること
を確認

 16時30分、屋根開⼝部養⽣措置完了

 18時00分、協定に基づく原⼦⼒施設の
故障および法令報告事象であると判断

 18時05分、協定に基づく原⼦⼒施設の
故障であることを茨城県に報告

 21時05分、防護活動本部解散
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5．環境への影響 5.1 空間線量率

 空間線量率を、事業所境界・倒壊した排気
筒周辺・研究棟屋根開⼝部周辺で測定。い
ずれの測定地点・時刻でも、測定値に異常
なし

200 m

東北⼤

気象観
測塔

時刻(4⽉13⽇)

空
間

γ
線

量
率

(n
Gy

/時
)

JAEA⼤洗研モニタリングポスト測定値（JAEA提供）

P-1

P-2

 JAEAモニタリングポスト測定値にも異常なし
北北東の⾵

空間線量率
測定地点
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 倒壊した排気筒の表⾯汚染密度（α、β、
γ）を測定した

 排気筒の外⾯および内⾯には放射性物質
による汚染はなかった

5.2 排気筒、周辺⼟壌の調査

⼟壌採取地点
 倒壊した排気筒の近傍の⼟壌を採取し、

γ線スペクトロメーターにより放射性
核種分析を⾏った

 周辺⼟壌への放射性物質の流出・⾶散
はなかった

表⾯汚染密度測定点の例
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6．事象に対する対応措置 6.1 倒壊した排気筒

 倒壊した排気筒の表⾯汚染密度（α、β、γ）を直接
法および間接法でさらに詳細に測定

 放射性物質による汚染がないことを確認

 安全に⼗分注意した上で、倒壊した排気筒を解体した

 解体した排気筒は、当⾯の間、本センターの放射線管理区域内に保管する

解体された排気筒の保管状況排気筒撤去後の研究棟南側
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6.2 研究棟屋根表⾯の損傷部分

 研究棟屋根の屋根の
⽴ち上がり部分で、
表⾯材およびコンク
リートが損傷

 損傷部周囲への⻲裂
はなし

 室内側でも⻲裂等の
異常はなし

 以上より、この損傷
が建屋の気密性保持
に影響する可能性は
ないと判断
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6.3 研究棟屋根開⼝部

 （4⽉13⽇）開⼝部をシートで覆った後に⾦属板で養⽣
 （4⽉14⽇）防炎シートでさらに養⽣。ラチェット式ベルトおよび重⽯で固縛
 （4⽉28⽇）⽊製の屋根を取り付け、⽊製屋根を耐候性に優れた防⽔シートで養

⽣。ラチェット式ベルトおよび重⽯で固縛

４⽉１３⽇ ４⽉２８⽇４⽉１４⽇

 養⽣の状態を、パトロール（1⽇1回以上）およびネットワークカメラ（常時）で
監視している

 開⼝部周辺の表⾯汚染密度を測定・監視している（1⽇1回）
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6.4 放射線管理区域
 現在、研究棟放射線管理

区域では設備維持活動の
みを実施

 下記により、外部環境に
放射性物質が漏洩する可
能性はない

 全ての⼿動ダンパを閉鎖
しており、空気の流出⼊
はほぼ皆無

 全ての放射性物質は貯蔵
箱に格納されている

 全てのプレフィルタおよ
びHEPAフィルタは健全
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 外部環境に放射性物質が漏洩していないことを下記により確認・監視している。

 事業所境界の空間線量率測定

 放射線管理区域内に異常がないことを下記により確認・監視している。

 放射線管理区域内の空間線量率測定
 放射線管理区域内の表⾯汚染密度測定
 放射線管理区域内の空気中放射性物質濃度測定
 貯蔵箱の状態確認

6.4 放射線管理区域

（参考：INES評価に係る検討）
本事象発⽣時に研究棟において放射性物質を1⽇最⼤使⽤量で使⽤していた場合でも、
管理区域内の負圧を維持したままで放射性物質に対する必要措置を講じられるため、
外部環境への影響や作業員の被ばくは⽣じなかったと考えられる。
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ワイヤー1

ワイヤー2ワイヤー3

ワイヤー4

北北東の⾵

排気筒の揺れを確認

研究棟排気機械室
ホットラボ実験棟

松
の
⽊

7．原因 7.1 倒壊の状況（聞き取り調査等による推定）
ステップ１
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ワイヤー2ワイヤー3

ワイヤー4
アイボルトから
ターンバックル
が外れる 研究棟排気機械室

ホットラボ実験棟

松
の
⽊

松
の
⽊

ワイヤー1 破断

7.1 倒壊の状況（聞き取り調査等による推定）
ステップ２
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7.1 倒壊の状況（聞き取り調査等による推定）

排気筒上部先端
が機械室壁⾯に
衝突

ワイヤー3
アイボルトから
ターンバックル
が外れる

時計⽅向
に90度回
転

研究棟排気機械室
ホットラボ実験棟

松
の
⽊

ワイヤー2
アイボルトから
ターンバックル
が外れる

排気筒胴体部が
松の⽊に衝突

ステップ３
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ワイヤー1 破断

ワイヤー4
アイボルトから
ターンバックル
が外れる

ワイヤー2
アイボルトから
ターンバックル
が外れる

排気筒胴体部が
松の⽊に衝突

排気筒上部先端
が機械室壁⾯に
衝突

ワイヤー3
アイボルトから
ターンバックル
が外れる

松
の
⽊

7.1 倒壊の状況（聞き取り調査等による推定）
ステップ４

研究棟排気機械室
ホットラボ実験棟
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7.2 排気筒−屋根基礎部の接合の調査

鉄⾻部品 屋根基礎部との接合状態

 排気筒の接合部分の周囲は鋼板で覆われていた

 排気筒には点検⼝はなかった

 排気筒底⾯の鉄⾻部品を、排気筒から取り外して屋根に上げ、接合⽅法および
接合の破断状況を調べた。

鉄⾻部品
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 屋根基礎部からは鉄筋（計21本）が出ていた
 鉄筋と鉄⾻部品との接触部分が溶接されていた

鉄⾻部品

北2 北1北3北4北5北6

⻄1

⻄2

⻄3
⻄4

⻄5
⻄6

南1 南2 南3

東1
東2
東3

東4
東5東6

屋根基礎部に鉄⾻部品を載せ、真上から撮影
基礎部からの鉄筋（計21本）

7.2 排気筒−屋根基礎部の接合の調査 20/36



 鉄筋と鉄⾻部品との接合は、接触部を1 ‒ 3 cm程度の領域で点溶接したのみ
という施⼯⽅法で⾏われていたことが分かった

溶接されていた状態を再現して撮影
例1

例4

例2

例5

例3

例6

7.2 排気筒−屋根基礎部の接合の調査 21/36



 21箇所いずれの破断箇所でも、破断⾯では腐⾷（錆）が進⾏していた
⇒全ての破断箇所において、破断は本事象以前に起きていたと考えられる

破断⾯ 例1

例4

例2

例5

7.2 排気筒−屋根基礎部の接合の調査 22/36



7.3 破断状況の調査

ここで切断

採取した鉄筋 樹脂に埋め込み

拡⼤

2 mm

23.0μm

0.2 mm

52.1μm

破断箇所の例

光学顕微鏡観察

 破断していた鉄筋について、
直径および破断⾯の錆層を
調査した

 鉄筋の減⾁はほとんどな
かった

⇒塩害の影響はほとんど
なかった

 錆層厚さは⾼々数10μmで
あり、鉄筋への密着性は⾼
かった

⇒鉄筋内部への錆の急速
な侵⼊は⽣じていない

 破断の状況や原因として、下記を推測

 点溶接だったために⼀箇所あたりの耐久性が低く、⻑年にわたる強⾵や地震等
による外⼒の繰り返しにより、溶接部位が⼀箇所ずつ破断していった

 塩害などによる急速な腐⾷は⽣じていない
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7.4 ワイヤーに⽣じた張⼒の推定

 ⾵速35.3 m/sではT1 = 691 kgf、T4 = 305 kgf
⇒ワイヤー1では耐荷重を上回る張⼒が⽣じて破断した可能性

 ⾵速30.9 m/s（令和元年９⽉の台⾵15号時）ではT1 = 530 kgf （耐荷重以下）

 北北東からの⾵によって補強ワイヤー1, 4に発⽣する張⼒T1, T4を推定

24/36
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7.5 推定される原因とその背景・問題点

1．直接的な原因
 排気筒接合部の溶接について、全ての溶接箇所は本事象以前に破断していた

（破断の原因は外⼒（過去の強⾵や地震等）の繰り返し等）

 このため、排気筒の⾵荷重に対する強度は建設時から⼤幅に低下していた

 この状況下で当⽇の強⾵（最⼤瞬間⾵速35.3 m/s、10分間平均⾵速15.6 m/s）
により本事象に⾄った

2．直接的原因の背景や問題点
 排気筒接合部の設計・施⼯では⻑期の耐久性が考慮されていなかった

 接合部の点検が不可能な構造だった（点検⼝なし、接合部周囲の覆い）

 建設当時の資料が存在せず接合部の耐久性不⾜を認識していなかったため、
接合部の点検が不⼗分だった

 総括すれば、排気筒の安全使⽤に関する品質保証活動が不⼗分だった
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7.6 原因・問題点の分類図

排気筒の倒壊

倒壊に対する
抵抗⼒不⾜

元々の構造・
設計・施⼯の

強度不⾜

排気筒底⾯と基
礎の接合が簡易
的な溶接のみ

強度不⾜、接合
⽅法を把握して

いなかった

建築基準法に
準拠した構造・

設計・施⼯

倒壊前に排気
筒底⾯と基礎
の溶接部が

破断していた

破断を確認して
いなかった

解体せずに
溶接部を点検
することが

できない構造

容易に点検で
きる構造とし、
健全性を維持
する保守管理

溶接部の点検
を実施して
いなかった

接合部を点検
項⽬に⼊れ、
点検を実施

溶接部の
経年劣化

地震などの外⼒
による破損

地震や台⾵の発
⽣時に点検実施

沿岸地域での
⾬⽔などによる

腐⾷

接合部の定期点
検を実施

応急措置の
補強ワイヤー

破断

強⾵に対する
強度不⾜

補強に対して
⼗分な評価がで
きていなかった

強⾵
⽴地を考慮した
耐⾵性の構造・

設計・施⼯

事象 要因 対策

※1

※2

※1、※2が遠因
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8．対策 8.1 排気筒再建にあたっての対策
 研究棟での放射性物質の使⽤を再開するため、排気筒を再建する

 再建にあたり、原因や問題点を踏まえ以下２点の対策を施す
 接合部の強度および耐久性に関して、現⾏の建築基準法に準拠した設計およ

び施⼯を⾏う。耐⾵性に関して、本センター⽴地における基準値は建築基準
法施⾏令第87条により10分間平均⾵速34 m/sである（なお本事象時は10分
間平均⾵速15.6 m/s）。接合⽅法は簡易的な溶接ではなくボルト締めとし、
ボルトの緩みや腐⾷等経年劣化が⽣じた場合には交換等の保守管理が可能な
構造とする。

 保守点検に関して、排気筒に点検⼝を設ける
ことにより、接合部の健全性を確認できるよ
うにする。定期的（1年1回以上）な点検を⾏
うとともに、施設に影響を与えうる台⾵や地
震等が⽣じた場合には点検者の安全に配慮し
つつ速やかに点検を⾏う。これら点検は排気
筒の使⽤における最重要のホールドポイント
とする。構造や施⼯⽅法等を記した資料は、
必要時に参照できるよう適切に保管する。

点検⼝を持つ排気筒の例
（本センターホットラボ実験棟排気筒）
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8．対策 8.1 排気筒再建にあたっての対策

 研究棟管理区域は全国共同利⽤型施設として我が国の原⼦⼒材料の教育研究で中
⼼的な役割を担う施設であるから、東北⼤学としては可能な限り早期に排気筒を
再建し、研究棟管理区域における放射性物質の使⽤等を再開したい。具体的な時
期は原⼦⼒規制庁との協議結果等に依るので現時点では未定だが、可能ならば今
年度中の再開を⽬指したい。
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8.2 他の排気筒への⽔平展開
 排気筒の健全性に関する⽔平展開として、本センターの他の排気筒であるH棟排

気筒およびA棟排気筒（位置は4ページ参照）を点検し、２本とも健全であること
を確認

外部調査 コンクリート試験⽚採取鉄筋探査

調査⽅法：
基部⽬視調査、ロープアクセスによる外部・内部の⽬視調査、
基部鉄筋のはつり調査、コンクリート圧縮強度試験、コンク
リート中性化試験。コンクリート試験はJIS A 1107:2012および
JIS A 1152:2018による。

29/36

調査結果の例（A棟排気筒）
 コンクリート圧縮強度は、設計基準強度20.6 MPaに対して、29.6 MPa (試験⽚1)、

31.6 MPa (試験⽚2)と⼗分⾼い
 構造⻲裂・変形・鉄筋状態・コンクリート状態から評価される経年指標は0.982

であり、建設当初からの耐震性低下はわずか1.8%

gentai
長方形

gentai
長方形



8.3 他の管理区域設備への⽔平展開

 排気筒に限らず管理区域設備全般にも強⾵に対する対策を⽔平展開する
 例えば、本センターの研究棟およびホットラボ実験棟の放射線管理区域のガラス

窓を⾦属製の板材で覆う措置を⾏った
 これら本センターで講じる強⾵対策の情報は、本学の他施設にも展開する

研究棟

研究棟ローディング
ドッグ

ホットラボ実験棟
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8.4 管理区域安全使⽤に関する品質保証活動の改善

 経年劣化への対策も進めるため、本センターの設備・施設全般について詳細な調
査・点検を⾏い、その結果に基づいてリスクと重要度を考慮した優先順位をつけ
て補修や点検項⽬の⾒直し等必要な対策を講じる

 ⾃然災害等で倒壊等が起きた場合には放射性物質の漏洩・周囲の放射性物質取扱
施設の機能への影響・⼈⾝への危害等が⽣じる可能性がある施設・設備に関して
は、構造強度が期待される部分の構造が不明なものはないことを確認している

 今後、上記の施設・設備に関してその構造が不明なものや点検が不⼗分なものが
さらに⾒つかった場合には、安全を第⼀として必要な措置（例えば、放射性物質
の使⽤を⼀時停⽌する）を講じる。

 構造強度の補強では、専⾨家からの助⾔等を受けながら、安全・保守側に⽴った
処置（例えば、その時点での構造強度はないものとする）を⾏う

 規程やマニュアル等の更新は必要に応じて遅滞なく⾏うとともに、更新・改善内
容やその経緯は可能な限り⽂書化することに努め、必要時に参照できるようにす
る
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 本センターの設備・施設の安全使⽤に関する品質管理を強化し、必要に応じて放
射性物質の使⽤を⼀時停⽌するなど安全を第⼀とし、PDCAサイクルを継続して
⼗分な品質保証活動を⾏う

センター⻑

東北⼤学学⻑

⾦属材料研究所⻑

放射線取扱主任者

安全管理部

放射線管理室
安全衛⽣管理室

共同利⽤部

ホットラボ実験棟管理室
研究棟管理室

アクチノイド元素実験棟管理室

放射線障害
予防委員会

放射線業務従事者

原⼦科学安全専⾨委員会

 品質保証活動では、センター⻑が責任
者となり安全管理部および共同利⽤部
が主体となって活動

 品質保証チェックは主に安全管理部
（特に安全衛⽣管理室）および必要に
応じて⾦属材料研究所安全衛⽣管理室
等が担当し、定期的（例えば排気筒接
合部安全評価では年1回以上）な評価
を⾏う

 以上を通して、原⼦⼒に係る組織として安全⽂化の更なる醸成を⾏う

勧告・報告
指⽰命令

協議連絡 指⽰

東北⼤⾦研⼤洗センター

本センター放射線安全管理図
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原因 対策 対策の実施状況あるい
は実施時期の⽬途

腐⾷と地震・台⾵等の外⼒の繰り返し疲
労による排気筒⽀持部の⽀持機能喪失に
気づかず使⽤していた。ワイヤーによる
補強は強⾵に対する強度が⼗分ではな
かった。

(1)接合部の強度および耐久性に関して、
現⾏の建築基準法に準拠した設計およ
び施⼯を⾏う。

(2)接合⽅法はボルト締めとし、ボルト
の緩みや腐⾷等経年劣化が⽣じた場合
には交換等の保守管理が可能な構造と
する。

(3)保守点検に関して、排気筒に点検⼝
を設けることで接合部の健全性を確認
できるようにする。

(4)定期的（1 年 1 回以上）に点検。

(5)施設に影響を与えうる台⾵や地震等
が⽣じた場合には点検者の安全に配慮
しつつ速やかに点検。

(6)本点検は排気筒の使⽤における最重
要のホールドポイントとする。

(1) ‒ (3)：排気筒再建時。
なお、再建の時期は原
⼦⼒規制庁等との協議
等による。

(4) ‒ (6)：排気筒再建後、
直ちに。

９．対策の実施状況 33/36



原因 対策 対策の実施状況あるい
は実施時期の⽬途

品質保証活動の
基本である
PDCAによる改
善活動が不⼗分
であった

排気筒の構造図等がな
く，重要な⽂書の管理
に不備があった。

構造や施⼯⽅法等を記した資料は、必
要時に参照できるよう適切に保管。 排気筒再建後、直ちに。

排気筒⽀持部の鉄筋溶
接部の破断が排気筒倒
壊以前から⽣じたとさ
れている。構造不明を
理由に健全性評価や排
気筒⽀持部の点検計画
を⽴てられない状況を
改善することなく放置
した。

(1)構造強度を担い、⾃然災害等で倒壊
等が起きた場合には放射性物質の漏
洩・周囲の放射性物質取扱施設の機能
への影響・⼈⾝への危害等が⽣じる可
能性がある施設・設備に関しては、そ
の構造が不明なものはないことを確認。

(2)施設・設備に関してその構造が不明
なものや点検が不⼗分なものがさらに
⾒つかった場合には、安全を第⼀とし
て必要な措置（例えば、放射性物質の
使⽤を⼀時停⽌する）を講じる。

(1)：すでに実施済み。

(2)：⾒つかった場合に
は、直ちに安全を第⼀
とした必要措置を講じ
る。

９．対策の実施状況 34/36



原因 対策 対策の実施状況あるい
は実施時期の⽬途

品質保証活動の
基本である
PDCAによる改
善活動が不⼗分
であった

⽼朽化施設の更新計画
の優先順位の設定基準
において，⽀持構造の
状況が不明であったこ
とからリスクと重要度
の評価が⼗分ではなく，
優先順位を低く⾒積も
り，更新が遅れた。

本センターの設備・施設全般について
詳細な調査・点検を⾏い、その結果に
基づいてリスクと重要度を考慮した優
先順位をつけて補修や点検項⽬の⾒直
し等必要な対策を講じる。

調査・点検はすでに開
始している。
その結果が得られ次第、
結果に応じて直ちに必
要な措置を講じる。

上記の状況であるにも
かかわらず，使⽤を停
⽌するなどのルールが
なく，健全性評価や対
策を⼗分にとるなどの
改善をすることなく，
核燃料物質等を使⽤し
続けた。

施設・設備に関してその構造が不明な
ものや点検が不⼗分なものがさらに⾒
つかった場合には、安全を第⼀として
必要な措置（例えば、放射性物質の使
⽤を⼀時停⽌する）を講じる。

直ちに。

９．対策の実施状況 35/36



原因 対策 対策の実施状況あるい
は実施時期の⽬途

安全⽂化の醸成
が不⼗分であっ
た

安全を第⼀としなかっ
た問題があり，排気筒
⽀持部の健全性評価や
対策を⼗分に実施する
ことなく核燃料物質等
を使⽤し続けた。

原⼦⼒に係る組織として安全⽂化の更
なる醸成を⾏う

安全⽂化の更なる醸成
を⽬指した取り組みが
必要であることはすで
に本センター構成員全
員が改めて認識してお
り、すでに取り組みを
始めている。本セン
ターにおける安全⽂化
が向上したことをなる
べく早い時期に第三者
にも感じていただける
よう、継続して努めて
いく。

９．対策の実施状況 36/36
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